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障害保健福祉関係主管課長会議日程  
平成18年6月26日（月） 於 三田共用会議所1階講堂  

区  時  間   時  間  帯   

（受  付）   （30）   （10：00～10：30）   

障害保健福祉部長挨拶   10   10：3 0～10：40   

①支給決定事務について  10O 10：40・－10：50  
（障害福祉課）  

②利用者負担の見直しについて  10O 10：50・－1・1：00  
（障害福祉課）  

③障害程度区分について  5  11：00・－11：05  
（精神・障害保健課）  

④サービス利用計画作成費について  10O 11：05～11：15  
（障害福祉課）  

⑤経過措置の内容について  5  11：15～11：20  
（障害福祉課）  

⑥事業者指定事務について  20  11：20～11：40  
（障害福祉課）  

⑦重度障害者等包括支援の内容に  10O 11：40′、′11：50  

ついて（障害福祉課）  

⑧ホームヘルパー養成研修のカリキュ  10O 11：50・－12：00  
ラムについて（障害福祉課）  

⑨サービス管理責任者研修について  5  12：00′・′12：05  
（障害福祉課）  

⑩国立更生援護施設の入所事務等につ  5  12：05～12：10   
いて（施設管理室）  

（昼   食）   （60）   12：10～13：10   
⑪障害児施設サービスの利用契約制へ  20  13：10～13：30  

の移行に伴う事務処理について  

（障害福祉課）  

⑫地域生活支援事業について  155 13：30～13：45  
（地域生活支援室）  

⑬補装具責について（地域生活支援室）  10  13：45～13：55   

⑭「身体障害者補助犬法の施行状況に  5  13：55～14：00  
関する検討会」における検討の経過  

について（地域生活支援室）  

⑮障害福祉計画について（企画課）  10  14：00～14：10   

⑯事務処理システム等について  30  14：10～14：40  
（企画課）  

⑰精神保健福祉法に係る改正事項につ  20  14：40～15：00   
いて（精神・障害保健課）  

（休   憩）   （30）   15：00′・′15：3 0  




